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緊急事態宣言の期間の再延長を踏まえた対応について

平素より，本校の教育活動にご理解とご協力をいただき，ありがとうございます。
この度，緊急事態宣言の再延長に伴い，教育委員会より『「緊急事態宣言」の期間の再延長を踏まえた部活動の取扱い』の通知がきました。これを受けて下記のように対応することといたします。
なお，今後の京都府内の感染状況や国の動向等を踏まえ，以下の対応を変更する場合は，改めてご連絡します。ご心配事やご不明な点がございましたら，担任までご連絡ください。引き続き，ご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。

記
1 部活動について
6月1日から2時間以内で活動を再開していきます。詳しくは昨日配布したプリントをご確認ください。

2 教育相談について
6月2日からの教育相談は予定通り行います。その際対面は控え，適宜換気をするなど感染症対策を講じながら行っていきます。

3 放課後学習会について
金曜日の放課後学習会は予定通り行い，火曜日の17時20分からの学習会は中止させていただきます。

4 [bookmark: _GoBack]体育のプールについて
緊急事態宣言期間中のプールは中止します。そのため，6月10日に予定していた水着の販売を延期いたします。購入の日程は決まりしだいご連絡いたします。
　　　　また，例年よりプールの回数も少なくなることが予定されます。そこで今年度につきましては，水着について次のようにさせていただいています。
〇さらに事態宣言が延び，水泳の授業が実施されない場合はすでにご提出いただいた申込書は返却させていただきます。
〇今年度に限り，水着およびスイムキャップは中学校指定ではなく，すでにお持ちの小学校で使用していたもの等を使用していただいて構いません。
お持ちの水着を使用される方で申し込みのキャンセルを希望される場合は担任までご連絡ください。

5 プール掃除について
今後のプール学習に備えるため，６月７日のプール掃除は予定通りに行います。体育科の指導のもと，感染症対策・熱中症対策等を徹底したうえ，１年の各種委員会の生徒と行います。
